
令和   年   月   日 

（宛先）松山市長 

 

生前承継について 

 

         墓地       区      番は、使用者        が 

    の為、祭祀の主催が困難であり、今後は承継者である        が上記区

画の使用権を承継して使用いたします。 

 今後、発生した問題等については私たちで解決いたします。 

 

   使用者                      

    

   承継者                      

 


